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他方、各医療機関内で行われる各種会議等の用に供するための資料の作成など、必ずしも医師や看護師等の医

療関係職の判断を必要としない書類作成等に係る事務についても、医師や看護師等の医療関係職が行っているこ

とが医療現場における効率的な運用を妨げているという指摘がなされている。これらの事務について、事務職員

の積極的な活用を図り、医師や看護師等の医療関係職を本来の業務に集中させることで医師や看護師等の医療関

係職の負担の軽減が可能となる。 

① 診断書、診療録及び処方せんの作成 

診断書、診療録及び処方せんは、診察した医師が作成する書類であり、作成責任は医師が負うこととされてい

るが、医師が最終的に確認し署名することを条件に、事務職員が医師の補助者として記載を代行することも可能

である。また、電磁的記録により作成する場合は、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2

条第1項に規定する電子署名をもって当該署名に代えることができるが、作成者の識別や認証が確実に行えるよ

う、その運用においては「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守されたい。 

② 主治医意見書の作成 

介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第3項及び第32条第3項に基づき、市町村等は要介護認定及び要支援認定

の申請があった場合には、申請者に係る主治の医師に対して主治医意見書の作成を求めることとしている。医師

が最終的に確認し署名することを条件に、事務職員が医師の補助者として主治医意見書の記載を代行することも

可能である。また、電磁的記録により作成する場合は、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102

号)第2条第1項に規定する電子署名をもって当該署名に代えることができるが、作成者の識別や認証が確実に行え

るよう、その運用においては「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守されたい。 

③ 診察や検査の予約 

近年、診察や検査の予約等の管理に、いわゆるオーダリングシステムの導入を進めている医療機関が多く見ら

れるが、その入力に係る作業は、医師の正確な判断・指示に基づいているものであれば、医師との協力・連携の

下、事務職員が医師の補助者としてオーダリングシステムヘの入力を代行することも可能である。 

２）ベッドメイキング 

保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第5条に規定する療養上の世話の範疇に属さない退院後の患者の

空きのベッド及び離床可能な患者のベッドに係るベッドメイキングについては、「ベッドメイキングの業務委託

について(回答)」(平成12年11月7日付け医政看発第37号・医政経発第77号。以下「業務委託通知」という。)におい

て示しているとおり、看護師及び准看護師(以下「看護職員」という。)以外が行うことができるものであり、業

者等に業務委託することも可能である。 

ただし、入院患者の状態は常に変化しているので、業務委託でベッドメイキングを行う場合は、業務委託通知

において示しているとおり、病院の管理体制の中で、看護師等が関与して委託するベッドの選定を行うなど、病

棟管理上遺漏のないよう十分留意されたい。 

３）院内の物品の運搬・補充、患者の検査室等への移送 

滅菌器材、衛生材料、書類、検体の運搬・補充については、専門性を要する業務に携わるべき医師や看護師等

の医療関係職が調達に動くことは、医療の質や量の低下を招き、特に夜間については、病棟等の管理が手薄にな

るため、その運搬・補充については、看護補助者等の活用や院内の物品運搬のシステムを整備することで、看護

師等の医療関係職の業務負担の軽減に資することが可能となる。その際には、院内で手順書等を作成し、業務が

円滑に行えるよう徹底する等留意が必要である。また、患者の検査室等への移送についても同様、医師や看護師

等の医療関係職が行っている場合も指摘されているが、患者の状態を踏まえ総合的に判断した上で事務職員や看

護補助者を活用することは可能である。 

４）その他 

診療報酬請求書の作成、書類や伝票類の整理、医療上の判断が必要でない電話対応、各種検査の予約等に係る

事務や検査結果の伝票、画像診断フィルム等の整理、検査室等への患者の案内、入院時の案内(オリエンテーショ

ン)、入院患者に対する食事の配膳、受付や診療録の準備等についても、医師や看護師等の医療関係職が行ってい

る場合があるという指摘がなされている。事務職員や看護補助者の積極的な活用を図り、専門性の高い業務に医

師や看護師等の医療関係職を集中させることが、医師や看護師等の医療関係職の負担を軽減する観点からも望ま

しいと考えられる。また、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の遵守等、事務職員の適切な個人

情報の取り扱いについて十分留意されたい。 

（２）医師と助産師との役割分担 

保健師助産師看護師法において、助産師は助産及びじょく婦及び新生児の保健指導を担っているものである。

医師との緊密な連携・協力関係の下で、正常の経過をたどる妊婦や母子の健康管理や分娩の管理について助産師

を積極的に活用することで、産科医療機関における医師の業務負担を軽減させることが可能となる。 

こうした産科医療機関における医師の業務負担の軽減は、医師が医師でなければ対応できない事案により専念

できることにより、医師の専門性がより発揮されることを可能とするとともに、地域のより高次の救急医療を担

う医療機関における産科医師の負担の軽減にも資することとなる。               続く･･･ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


